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衆
議
院
議
員
橫
田
甚
太
郞
君
提
出
朝
鮮
内
戰
と
日
本
人
の
生
死
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
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茂 

一 

 



 

三 

衆
議
院
議
員
橫
田
甚
太
郞
君
提
出
朝
鮮
内
戰
と
日
本
人
の
生
死
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一 

朝
鮮
動
乱
以
来
、
連
合
国
軍
の
発
す
る
労
務
要
求
書
に
基
い
て
政
府
が
提
供
し
た
労
務
者(

L･

R
労
務
者)

で
朝
鮮
に

行
つ
て
い
る
者
が
あ
る
趣
で
あ
る
が
何
人
あ
る
か
は
不
明
で
あ
る
。 

二 

現
在
朝
鮮
方
面
で
作
業
に
従
事
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
労
務
者
に
は
港
湾
荷
役
労
務
者
、
船
員
及
び
通
訳
が
あ
る
。 

こ
れ
ら
の
労
務
者
は
、
凡
て
自
由
意
思
に
よ
つ
て
作
業
に
従
事
し
て
お
り
、
強
制
労
働
は
絶
対
に
な
い
。 

給
與
に
つ
い
て
は
別
添｢

連
合
国
軍
関
係
特
殊
港
湾
荷
役
労
務
者
等
給
與
規
程｣

及
び｢

連
合
国
軍
関
係
特
殊
船
員
給
與

規
程｣

に
よ
つ
て
一
般
の
L･

R
労
務
者
に
較
べ
相
当
優
遇
し
う
る
よ
う
に
な
つ
て
い
る
。 

三 

L･

R
労
務
者
が
朝
鮮
方
面
で
船
舶
輸
送
任
務
に
従
事
し
て
い
て
死
亡
し
た
例
が
あ
る
か
な
い
か
に
つ
い
て
は
目
下
調

査
中
で
あ
る
。 

四 

世
界
の
平
和
を
守
る
こ
と
を
そ
の
使
命
と
す
る
国
際
連
合
に
対
し
て
日
本
と
し
て
で
き
る
だ
け
の
協
力
を
す
る
の
は
当

然
の
こ
と
で
あ
る
。 

右
答
弁
す
る
。 




